
学校の統合に伴う校歌の変更について 
R7.12.18 現在 

１ 変更の方法 

（１）新しい校歌を制作する。 

（２）既存の校歌の歌詞の一部を変更する。→著作権者の許諾が必要 

 

著作権 … 著作権とは、自分が作った作品に関する権利です。大きく分けて、作品を作

った人の人格を守るための権利と、作品を作った人が作品の使用料を受け取

ることができる権利の二つがあります。 

作品は作った人の許可なくみんなに見せたり、名前を公表したり、内容を変

えたりすることはできません。 

著作権は著作者の死後 70年間は存続します。 

 

２ 東山口小学校の校歌について 

 昭和 26 年に制定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 作詞者・作曲者 

 作詞者：岩崎  覚  … 浜松市出身、明治 40 年生まれ、小学校教員･日本楽器社員･本

田技研社員、東山口小の他日坂小、大渕小等の校歌を作詞して

いる。昭和 62 年まで生存している可能性が高い。昭和 62 年当

時は鎌倉に在住の模様。 

 作曲者：本間 彦作 … 浜松師範学校（静岡大学教育学部の前身）教員、東山口小の他

日坂小、大渕小等の多数の学校の校歌や湖西市歌を作曲してい

る。故人らしい（没年不詳）。 

 

 ※著作権は消滅していない可能性が極めて高いです。校歌の一部を改変するには著作権

者の許諾が必要ですが、住所の特定や（恐らくは両者とも故人であるため）相続人の

行方を捜すことは困難だと思われます。 
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東山口小学校の校歌・校章 

日坂小学校の校歌・校章 
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